
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症自宅療養者健康観察センターを開設します 

 

千葉市では、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して健康観察を実施する「健康観察

センター」を９月２１日（火）から開設しますので、お知らせします。 

 

１ 名称 

千葉市自宅療養者健康観察センター 

 

２ 目的 

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、自宅療養者の大多数を占める軽症から中等

症患者の健康観察を外部に委託することにより、保健所業務の分散を図り、その機能を維持す

ることを目的とする。 

 

３ 事業内容 

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者を対象とした「健康観察センター」を設置し、日々

の健康観察を行い、医療機関等と連携してオンライン診療や投薬、在宅診療等を提供する。 

 

４ 体制 

健康観察を行う看護師８名及び管理者１名の体制で開始し、順次体制の強化を図る。 

 

５ 開設場所 

千葉市保健所内 

 

６ 開設日 

  令和３年９月２１日（火） 

 

７ その他 

千葉市の医療提供体制等について（別紙１、２参照） 
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